
 

 

 防衛省仕様書改正票 Ｄ Ｓ Ｐ 
  

 

Ｋ ２２３３Ｄ（１）  

 
 

一 般 用 作 動 油 
制定 昭和６０年１２月１１日 

 改正 令和 ４年 ３月１１日 

（HYDRAULIC FLUID，PETROLEUM BASE） 

 

この改正票は，ＤＳＰ Ｋ ２２３３Ｄ（一般用作動油）についてのものであり， 

ＤＳＰ Ｋ ２２３３Ｄと併用される。 

 

1.2 表１を次に改める。 

表１－種類 

名称 種類 容量 物品番号 

一般用作動油 

ドラム缶 ２００ Ｌ － 

18 リットル缶 １８ Ｌ ９１５０－００８－９８５６－５ 

ペール缶  － 

 

4.1に次を加える。 

c) ペール缶は，ＪＩＳ Ｚ １６２０の規定に準じた物とし、細部は調達要領指定書に示す。 

 

4.2 中“外装は，次による。”を“外装は，次によるほか商慣習によるものとする。”と改める。 

 

附属書C 中C.3 a) を次に改める。 

a) ゴム試験片１） ゴム板を縦約２５ｍｍ，横約６４ｍｍ，重量約４ｇの大きさに切断し，表面をなめらかにしたものを用いる｡ 

注 １） ゴム試験片は米海軍研究所の指定する“Ｌゴム”で，製造後１年以内のものを使用する｡ 



 

 

 

 D S P 防 衛 省 仕 様 書 

 

一 般 用 作 動 油  

Ｋ  ２ ２ ３ ３ D
 

制定 昭和５５年１２月１９日 

改正 令和 ２年 ８月２１日  

（HYDRAULIC FLUID，PETROLEUM BASE） 

 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、一般用作動油（以下，作動油という。）について規定する。 

1.2 種類 

種類は，表１による。 

表１－種類 

名称 種類 容量 物品番号 

一般用作動油 ドラム缶 ２００ Ｌ － 

18 リットル缶 １８ Ｌ ９１５０－００８－９８５６－５ 

 

1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又

は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 引用文書 

1) 規格 

ＪＩＳ Ｋ ２２５１   原油及び石油製品－試料採取方法 

ＪＩＳ Ｋ ２２５４   石油製品－蒸留性状の求め方 

ＪＩＳ Ｋ ２２６５－４  引火点の求め方－第４部：クリーブランド開放法 

ＪＩＳ Ｋ ２２６９   原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ２２８３   原油及び石油製品－動粘度試験方法及び粘度指数算出方法 

ＪＩＳ Ｋ ２５０１   石油製品及び潤滑油－中和価試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ２５０３   航空潤滑油試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ２５１０   潤滑油－さび止め性能試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ２５１３   石油製品－銅板腐食試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ２５１８   潤滑油－泡立ち試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ２５８０   石油製品－色試験方法 

ＪＩＳ Ｋ ８０３４   アセトン（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８１０１   エタノール（９９．５）（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８６８０   トルエン（試薬） 

ＪＩＳ Ｚ １５０６   外装用段ボール箱  

ＪＩＳ Ｚ １５０７   段ボール箱の形式 

ＪＩＳ Ｚ １５１６   外装用段ボール 

ＪＩＳ Ｚ １６０２   金属板製１８リットル缶 

ＪＩＳ Ｚ １６０７   金属板製ふた・口金 
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ＮＤＳ Ｋ ２７２３   潤滑油せん断安定度試験方法（超音波法）  

ＮＤＳ Ｋ ２７２６   武器用作動油酸化安定度試験方法（７２時間法）  

ＮＤＳ Ｋ ２７２９   潤滑油腐食性試験方法  

ＮＤＳ Ｋ ２７４１   石油製品耐荷重性能試験方法（平均ヘルツ荷重法）  

ＮＤＳ Ｚ ０００１   包装の総則 

2) 仕様書 

  ＤＳＰ Ｚ １００２     鋼製ドラム，２００Ｌ  

3) 法令等 

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令（昭和５０年防衛庁訓令第４４号） 

b) 関連文書 

ＡＳＴＭ Ｄ ２５３２－９３ ＶＩＳＣＯＳＩＴＹ ＡＮＤ ＶＩＳＣＯＳＩＴＹ ＣＨＡＮＧＥ ＡＦＴＥＲ ＳＴＡＮＤＩＮＧ ＡＴ  

ＬＯＷ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ ＯＦ ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＴＵＲＢＩＮＥ ＬＵＢＲＩＣＡＮＴＳ 

ＡＳＴＭ Ｄ ２６０３ ＳＯＮＩＣ ＳＨＥＡＲ ＳＴＡＢＩＬＩＴＹ ＯＦ ＰＯＬＹＭＥＲ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＯＩＬＳ 

Ｆｅｄ．Ｓｔｄ．ＮＯ．７９１Ｃ Ｍｅｔｈｏｄ ２０２ ＣＬＯＵＤ ＩＮＴＥＮＳＩＴＹ ＡＴ ＬＯＷ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵ

ＲＥ 

Ｆｅｄ．Ｓｔｄ．ＮＯ．７９１Ｃ Ｍｅｔｈｏｄ ３６０３ ＳＷＥＬＬＩＮＧ ＯＦ ＳＹＮＴＨＥＴＩＣ ＲＵＢＢＥＲＳ 

 

2 製品に関する要求 

2.1 認定 

この作動油には，装備品等の製造設備等の認定に関する訓令（昭和５０年防衛庁訓令第４４号）が適用される。 

2.2 品質 

作動油は，基油と添加剤とからなる安定した均質の混合油であって，付表１の規定に適合しなければならない。 

2.2.1 基油 

 基油は，精製鉱油又は一部合成油との混合油であって清澄透明で，水，懸濁物，沈殿物及びその他の不純物を含んでいて

はならない。 

2.2.2 添加剤 

 添加剤は，防衛省が承認したものを使用するものとし，添加剤を変更する必要がある場合には，防衛省の承認を受けなけれ

ばならない。 

 

3 品質保証 

3.1 認定検査・検査 

認定検査及び検査の検査項目及び試験方法は，付表１による。 

注記 2.1 項の認定の規定が適用される場合の検査は，付表１の検査の欄に○印を付した項目について実施する。その

他の場合は，付表１の試験方法欄に示された検査を行う。 

3.2 試料採取方法 

認定検査及び検査のための試料採取方法は，ＪＩＳ Ｋ ２２５１による。 

 



３ 

Ｋ ２２３３Ｄ 

 

4 出荷条件 

4.1 容器 

容器は，次による。 

a) ドラム缶は，ＤＳＰ Ｚ １００２に規定するドラム缶とする。防衛省のドラム缶に入れて納入する場合は，所要の修理

及び完全な洗浄を行い，その外面塗装は，ＤＳＰ Ｚ １００２に規定する塗料，塗色とする。 

b) １８リットル缶は，ＪＩＳ Ｚ １６０２に規定する金属板製１８リットル缶とし，ふたはＪＩＳ Ｚ １６０７のＢ形とし，

べろ付きで運搬などに耐える手環を取付ける。 

4.2 外装 

外装は，次による。 

a) 容器に１８リットル缶を使用した場合は，段ボール箱で外装するものとし，外装する缶の数量は１個とする。 

注記 容器にドラム缶を使用した場合は，外装は行わない。 

b) 段ボール箱は，ＪＩＳ Ｚ １５０６に規定する外装用段ボール箱とし，図１を標準とする。 

c) 段ボール箱の材料は，ＪＩＳ Ｚ １５１６の両面段ボール又は複両面段ボールとし，段の種類は A 段又は B 段とす

る。 

d) 段ボール箱の形式は，ＪＩＳ Ｚ １５０７の０５０２とする。 

e) 外装は，手環取り出し用の穴から手環が使用できるように行うものとし，容器側面の表示を外装で覆うことがないようにす 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－外装用段ボール箱 

 

4.3 表示 

表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１による。ただし，陸上・海上・航空各自衛隊の標識は，“防衛省”として表示する。 

なお，調達要領指定書によって容器を指定した場合は，併せて表示も指定することができる。 

4.4 納入単位 

納入単位は，１５℃における容量（Ｌ）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

原案作成部課等名：防衛装備庁 調達管理部調達企画課類別・標準化企画室 
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Ｌ 

Ｗ 

Ｌ 

Ｈ Ｗ Ｈ Ｗ 

Ｌ 



４ 

Ｋ ２２３３Ｄ 

 

付表１－品質 

項    目 規  定 
認定 

検査 
検査 試  験  方  法 

色 ５．０以下 

○ 

○ 

ＪＩＳ Ｋ ２５８０に規定するＡＳＴ

Ｍ色試験方法による。 

動粘度  

ｍｍ２／ｓ 

１００℃ ９．８以上 
ＪＩＳ Ｋ ２２８３による。 

４０℃ ３５．７以上 

－３２℃ ７５００以下 附属書Ａによる。ａ) 

引火点 ℃ １２０以上 ＪＩＳ Ｋ ２２６５－４ による。 

流動点 ℃ －４０以下 ＪＩＳ Ｋ ２２６９による。 

全酸価 ｍｇＫＯＨ／ｇ 報告 ＪＩＳ Ｋ ２５０１による。ｂ) 

沈殿価 mｌ ０．００５以下 ＪＩＳ Ｋ ２５０３による。ｃ) 

銅板腐食（１００℃，３ｈ） １以下 ＪＩＳ Ｋ ２５１３による。 

蒸留試験 
１０％留出温度 ℃ ２５４以上 

― 

ＪＩＳ Ｋ ２２５４による。 
５０％留出温度 ℃ ３００以上 

低温安定度（－３４℃，７２ｈ） 合格 d) 附属書Ｂによる。 

ゴム膨潤度 容積％ １９．０～２８．０ 附属書Ｃによる。 

せん断安定度 合格ｅ) ＮＤＳ Ｋ ２７２３による。 

耐腐食性 合格ｆ) ＮＤＳ Ｋ ２７２９による。 

酸化安定度（７２ｈ） 合格ｇ) ＮＤＳ Ｋ ２７２６による。 

泡立ち性 合格ｈ) ○ ＪＩＳ Ｋ ２５１８による。 

さび止め性能（蒸留水，２４ｈ） 合格ｉ) 
― 

ＪＩＳ Ｋ ２５１０による。 

耐摩耗性 ｍｍ １．０以下 ＮＤＳ Ｋ ２７４１による。ｊ） 

注記 ○印は，認定検査及び検査の項目を示す。 

注ａ) 測定温度は－３２℃とする。 

ｂ) 規定された試験方法のうち，いずれの試験方法を用いてもよいが，測定に用いた試験方法を報告する。 

ｃ) 遠心分離用目盛試験管は最小目盛０．００５ml のものを用いる。 

ｄ) 供試油にゲル化，結晶の析出及び分離を認めず，また曇りの程度が標準混濁液より著しくない場合を合格とする。 

ｅ) 試験後の試料の４０℃の動粘度降下率は，同一条件で試験した標準油の動粘度降下率以下でなければならな

い。試験条件は，試料油５０ml，試料温度４０℃及び超音波照射時間１５分とし，この時の標準油の粘度降下率が約

１５％になるように装置を調整する。また，試験後の試料の全酸価増加は，０．２ｍｇＫＯＨ／ｇ以下でなければならな

い。 

なお，せん断安定度試験用標準油は，ＡＳＴＭ Ｄ ２６０３に規定する標準油Ａを用いる。 

ｆ) 試験片にさび，点食及び食刻を認めない場合を合格とする。 
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付表１－品質（続き） 

 

ｇ) 次の規定に適合する場合を合格とする。 

・ ４０℃の動粘度の変化が－５％～＋２０％の範囲内にあること。 

・ 全酸価の増加が０．５ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以下であること。 

・ 試験後の水層の全酸価が，ブロムチモール・ブルーを指示薬として滴定したときに，０．５ｍｇＫＯＨ/g 以下であるこ

と。 

ｈ) 泡安定度が，次の規定に適合する場合を合格とする。 

 

 

 

 

 

 

ｉ) 試験片にさびを認めない場合を合格とする。 

ｊ) 試験は荷重３９２Ｎ，回転数１，２００ｒｐｍ，試験時間６０分で行い，試験後の摩耗痕の直径を計測する。 

シーケンス 試験温度 ℃ 泡安定度(ml) 

シーケンスⅠ ２４ ５０ 以下 

シーケンスⅡ ９３．５ ２０ 以下 

シーケンスⅢ ９３．５後の２４ ５０ 以下 
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附属書Ａ 

（規定） 

低温粘度及び低温粘度安定度試験方法 
（ＡＳＴＭ Ｄ ２５３２－９３ 準拠） 

 

A.1 適用範囲 

この方法は，潤滑油の－５４℃における動粘度及び－５４℃での３時間及び７２時間後の動粘度安定度を測定するのに適用

する。 

 

A.2 試験方法の概要 

－５４℃の冷却浴の中で，ウベローデ粘度計により試料の動粘度を測定する。更に－５４℃で規定時間冷却した後，動粘度

を測定する。 

 

A.3 試料 

空気中の水分を吸収しないように保管したものを用いる。 

 

A.4 装置 

a) 動粘度計 

ＪＩＳ Ｋ ２２８３に規定されている粘度計定数約１０のウベローデ形粘度計または同等品で，次のような粘度計定

数の校正を行ったもの。 

1) 試料油の代わりに，粘度計校正用標準油１）を用い，A.6 の操作に従い，－５３．９℃における標準油流出時間

を少なくとも１５回測定する。 

    注 １） －５３．９℃，－４０℃及び３７．８℃における動粘度がそれぞれ約３４０ｍｍ２／ｓ，８６ｍｍ２／ｓ及び３ｍｍ２／ｓ

のもの。 

参考 ： ＡＳＴＭ粘度標準油Ｓ３は，相当品である。 

2) 標準油流出時間を算術平均し，次式に従って粘度計定数を算出する。 

                  Ｖ 
       Ｃ ＝             

   Ｔ 

      ここに Ｃ ： 粘度計定数（ｍｍ２／ｓ） 

            Ｖ ： 標準油の－５３．９℃における動粘度（ｍｍ２／ｓ） 

            Ｔ ： 標準油の－５３．９における平均流出時間（ｓ） 

b) 乾燥管（３個） 

ふくらみのひとつ付いた最小１５０ｍｍの長さのもので，綿を両端につめ，内部にゆるく乾燥用シリカゲルを入れ， 穴の開

いた栓を付けたもの。粘度計の先端に取り付けられるようにする。シリカゲルが赤く変色したときは，交換する。 

c) 冷却浴 

粘度計を真直ぐ立てたとき，粘度計の一番上の球が溶液２）に少なくとも２ｃｍ以上深く入る大きさのもの。粘度計を浸したと

き，真横から試料油の流下するのがよく見える構造とし，溶液をかき混ぜ－５４±０．０３℃に保持できるもの。 

注 ２） 溶液は，イソプロピルアルコール又は透明な低凝固点の液体を用いる。 

d) 貯蔵用冷却浴 

７２時間動粘度安定度を測定する場合，貯蔵用冷却浴は，－５４±０．０３℃に保持できるものを用いる。 
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e) 温度計 

－５４±０．０３℃を読むことができるもので，産業技術総合研究所で検定を行った基準温度計を用いて校正した動粘度 

測定用温度計とする。 

f) 秒時計 

０．２秒以下の目盛があり，１５分間での精度が±０．０５％以下のもの。電気時計は，周波数が０．０１％以内の精度に調節

されている場合に使用してもよい。 

 

A.5 試薬 

a) アセトン ＪＩＳ Ｋ ８０３４に規定する１級品とする。 

b) トルエン ＪＩＳ Ｋ ８６８０に規定する１級品とする。 

 

A.6 操作 

a) 次のように粘度計を清浄する。 

1) アスピレーターで前回使用した油を吸引し５分間排油する。 

2) 新しいトルエン，次にアセトンで，それぞれ４回ずつ粘度計の内側及び外側を洗浄し，５分間排液する。その後吸引して

乾燥する。 

3) クロム酸混液に浸し，粘度計を完全に清浄した後，５分間排液する。 

4) 粘度計の内側及び外側を，クロム酸混液が完全に除かれるまですすぎ，５分間排液する。 

5) 約１００℃の恒温器で粘度計を乾燥する。 

b) 試験期間中，溶液温度を－５４±０．０３℃に保持する。 

c) 試料油をＪＩＳ Ｋ ２２８３に規定する方法で清浄な乾燥した粘度計に入れる。 

d) 粘度計保持器及び乾燥管を付けた後，アスピレーターを用いて吸引し粘度計内側にある空気を置換する。毛細管及び球

の中の空気に湿気を含まないことが重要である。 

e) 粘度計を冷却浴に入れる。そのとき，粘度計が垂直になっていることを確認する。 

f) 粘度計を冷却浴に浸して３５±１分後，ＪＩＳ Ｋ ２２８３に規定する方法に従って流出時間を測定する。測定時に

は，粘度計の各管につけたストップコック又はピンチコックをすべて開いておく。 

g) 最初の粘度測定が完了してから３時間±５分後，粘度を測定する。粘度計を冷却浴に浸した後は，粘度計を冷却浴から

出してはならない。 

h) 最初の粘度測定が完了してから７２時間±５分後，粘度を測定する。３） 

注 ３） 測定者が貯蔵期間中注意が行きわたらないなどの理由で，７２時間後の粘度測定終了時まで冷却浴温度を－５

４±０．０３℃に維持することが困難な場合は，別の貯蔵用冷却浴に粘度計を移して－５４±０．０３℃に規定時間

保ってもよい。粘度計を測定用冷却浴及び貯蔵用冷却浴に移すときは，試料温度が規定温度より上昇しないよ

うに手早く操作する。 

粘度を測定する少なくとも３５分前には，測定用冷却浴に移し，－５４±０．０３℃に調節しておかなければならな

い。 

i) 次式に従って測定時間の動粘度を算出する。 

      動粘度（ｍｍ２／ｓ）  ＝ Ｃ × ｔ 

      ここに  Ｃ ： －５３．９℃における粘度計定数（ｍｍ２／ｓ） 

              ｔ ：  流出時間（Ｓ） 

j) 次式に従って３時間後の動粘度変化を算出する。 

 



９ 

Ｋ ２２３３Ｄ 

                       Ｂ－Ａ 
        動粘度変化（％） ＝           × １００                                     
                                    Ａ 

ここに Ａ ： ３５分後及び３時間後の動粘度のうち，小さい方の値（ｍｍ２／ｓ） 

Ｂ ： ３５分後及び３時間後の動粘度のうち，大きい方の値（ｍｍ２／ｓ） 

 

A.7 報告 

a) ３５分，３時間及び７２時間後の動粘度（ｍｍ２／ｓ） 

b) ３時間後の動粘度変化（％） 

 

A.8  精度 

９５パーセント信頼度においては，次の許容値を使用する。 

a) 繰り返し性 

同一人が，同一の又は別の粘度計を使用して３５分後の動粘度を測定したとき，２個の結果の差が付図Ａ．１の繰り返し性

曲線より多くないこと。 

b) 再現性 

別人が，別装置において３５分後の動粘度を測定した時，互いの結果の差が付図Ａ．１の再現性曲線より多くないこと。 

c) ３５分間以上貯蔵した場合の精度は，貯蔵により動粘度が大きく変化するため規定できない。 



１０ 

Ｋ ２２３３Ｄ 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

図番  付図Ａ．１ 名称 精  度 尺度  

防      衛      省 



１１ 

Ｋ ２２３３Ｄ 

附属書Ｂ 

（規定） 

作動油低温安定度試験方法 

（Ｆｅｄ．Ｓｔｄ．Ｎｏ．７９１Ｃ Ｍｅｔｈｏｄ ２０２に準拠） 

 

B.1 適用範囲 

この附属書は，作動油の低温安定度を試験する方法について規定する。 

 

B.2 装置 

ＪＩＳ Ｋ ２２６９と同じものを用いる。 

 

B.3 試験の準備 

a) 標準混濁液の調整 濃度０．００３２２モルの塩化バリウム溶液２５ｍｌを２５０ｍｌのメスフラスコにとる。これに０．０５Ｎ硫酸１２

５ｍｌを加える。この液をふり混ぜて沈殿を完全に生成させた後，１Ｎ水酸化ナトリウム溶液約２５ｍｌを加えアルカリ性とする。

さらに蒸留水を加え，この液の全容量を正確に２５０ｍｌとする。 

b) 標準混濁液を試験管に入れて栓をする。調整時より３０分以内に試験に使用する。 

 

B.4 操作  

試料をあらかじめ，２４時間以上１００℃の乾燥機に入れて乾かした清浄な試験管にとる。試験管内の試料の高さは５１～５７

ｍｍとし，温度計を付けたコルク栓で試験管を密栓する。このとき温度計は試験管の中で直立し，その水銀球は試料の高さの

中央にあるようにする。この試験管を低温浴の外管に入れ，規定温度において規定時間放置する。規定時間経過後，低温浴

から試験管を取り出し，１０秒間激しくふり混ぜた後，標準混濁液と濁りの程度を比較する。標準混濁液は，比較試験に先立

ち，必ず５分間激しくふり混ぜることが必要である。試験管の表面が氷結して比較試験の困難な場合は，あらかじめ試験温度に

冷却したグリセリンメタノールの等容量混合液に浸す方法をとる。試料を低温浴から取り出したときから，混濁比較試験を終了

するまでの時間は１分以内とする。 

 

B.5 報告 

濁りの程度，ゲル化の有無等について報告する。 

参考 赤色の作動油の場合，標準混濁液に使用する蒸留水は２００ｐｐｍの赤色塗料を溶解したものを用いる。赤色塗料

は，蒸留水に２００ｐｐｍ溶解したときに試料油の赤色と著しく異ならない色相となるものを使用する。 





１３． 

Ｋ ２２３３Ｄ 

附属書Ｃ 

（規定） 

作動油ゴム膨潤試験方法 

（Ｆｅｄ．Ｓｔｄ．Ｎｏ．７９１Ｃ Ｍｅｔｈｏｄ ３６０３に準拠） 

 

C.1 適用範囲 

この附属書は，作動油の合成ゴムに対する膨潤度を測定する方法について規定する。 

 

C.2 装置 

a) 試料容器 容量約１７０ｍｌの硬質ガラス製試験管で，凝縮器を取り付けられるものを用いる。 

b) 恒温浴 ７０±１℃の一定温度を規定時間保つことができる適当な恒温浴を用いる 

c) 凝縮器 内径約１２．５ｍｍ，長さ約７５０ｍｍのガラス管を用いる。 

 

C.3 試薬 

a) ゴム試験片１） ゴム板を縦約２５ｍｍ，横約６４ｍｍ，重量約４ｇの大きさに切断し，表面をなめらかにしたものを用いる｡ 

注 １） ゴム試験片は米海軍研究所の指定する“Ｌゴム”で，製造後１年以内のものを使用するものとし，国内において

は社団法人潤滑油協会（千葉県船橋市日の出２－１６－１，ＴＥＬ：０４７－４３３－５１８１）などで入手することが

できる｡ 

b) アルコール ＪＩＳ Ｋ ８１０１に規定するものを用いる。 

 

C.4 操作 

３個のゴム試験片の質量を，それぞれ大気中および室温の蒸留水中において，０．００１ｇの桁まではかり，これらをアルコー

ルに浸した後取り出し，ろ紙でアルコールをよく吸い取ってから３個の試料容器に一つずつ入れる。次いで，各試料容器に試

料１００ｍｌを加え，試料容器に凝縮器をつけ，あらかじめ７０±１℃に調節した恒温浴中に１６８時間静置する。試料容器から試

験片を取り出し，直ちにアルコールに浸して試料を取り除いた後，試験片両面のアルコールを速やかにろ紙で吸い取り，前と同

様に質量を０．００１ｇの桁まではかる。 

 

C.5 計算及び報告  

a) 計算 

ゴムの容積変化は，次式により小数点以下１位まで算出する。 

              （Ｗ２－Ｗ４）－（Ｗ１－Ｗ３） 
Ｖ ＝                                  ×  １００ 

Ｗ１－Ｗ２ 
  ここに    Ｖ  ： ゴムの容積変化（％） 

           Ｗ１  ： 試験前のゴム試験片の大気中における質量（ｇ） 

           Ｗ２  ： 試験前のゴム試験片の水中における質量（ｇ） 

             Ｗ３  ： 試験後のゴム試験片の大気中における質量（ｇ） 

             Ｗ４  ： 試験後のゴム試験片の水中における質量（ｇ） 

b) 報告 

３個の試験片の試験結果において，最大値と最小値との差が５％を超えないものの平均値をとり，これを作動油のゴム膨潤

による容積変化として報告する。 


